
 

   

2017 年 3 月 19 日 
 

株式会社イトーヨーカ堂 

知多市 

 

知多市と株式会社イトーヨーカ堂 

『地域活性化包括連携協定』を締結 
～地域密着のお店づくり、市民サービスの向上に向けて～ 

 
 知多市（市長 宮島 壽男）と株式会社イトーヨーカ堂（東京都、代表取締役社長 三枝 富博）

は、2017 年 3 月 19 日(日)、地域や暮らしの安全・安心、子ども・青少年育成、高齢者支援、 

障がい者支援、食育・健康増進等の 10 分野において緊密な相互連携と協働による活動を推進し、

知多市内における地域の一層の活性化、市民サービスの向上を目指した、『地域活性化包括連携 

協定』を締結いたします。 
 

記 
 
1. 協定の名称   『地域活性化包括連携協定』 
 
2. 協定締結日    2017 年 3 月 19 日（日） 

 

3. 締結式会場    イトーヨーカドー知多店 1 階センターコート 
 

4. 協定締結の目的 
 

知多市と株式会社イトーヨーカ堂との緊密な相互連携と協働による活動を推進するこ
とにより、知多市のより一層の地域の活性化及び市民サービスの向上を図る。 
 

5. 連携事項 
上記の目的を達成するために、次の項目について連携し協力していきます。 

 
（１）地域や暮らしの安全・安心に関すること 

（２）子ども・青少年育成に関すること 

（３）高齢者支援に関すること 

（４）障がい者支援に関すること 

（５）食育・健康増進に関すること 

（６）環境対策に関すること 

（７）地産地消と知多市産品の販路拡大に関すること 

（８）観光の振興に関すること 

（９）災害対策に関すること 

（１０）その他、地域社会の活性化・市民サービスの向上に関すること 

 

 ＜ご参考＞ 知多市内の店舗数（2017 年 2 月末現在）イトーヨーカドー：1 店舗 

 

 

 

 

 

 

  



 

具体的連携事項 
※【IY】：株式会社イトーヨーカ堂、【SEJ】：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

 
 
■ 以下の項目については実施が決定しております。 
 

① 定例協議会 

協定締結の主旨に則り、継続性・実行性のある取組を推進するため６ヶ月に１回定例推進会議を

開催し、連携事項の進捗確認、その他連携推進事項の協議を行います。 

また、店内施設を活用した連携活動、ポスター掲示物・配架物に関して担当窓口間の毎月の定例

確認会によって確認します。 

 

② 「知多市情報ステーション」開設 

イトーヨーカドー知多店 1 階に知多市情報の発信、 

高齢者支援・子育て支援等のイベントを開催いたし 

ます。また、各種選挙の際には期日前投票所として 

活用されます。 

 

 

③ 「知多市情報発信デジタルサイネージ」設置 

「知多市情報ステーション」に知多市の情報をタイ 

ムリーに発信するデジタルサイネージを設置します。 

 

 

④ 知多店限定オリジナルｎａｎａｃｏ発行 

3 月 19 日（日）よりイトーヨーカドー知多店限定 

オリジナルｎａｎａｃｏを限定 1,000 枚発行いたし 

ます。 

 

⑤ 締結記念イベント 

日時：2017 年 3 月 19 日(日) 11：00～15：00 

場所：イトーヨーカドー知多店 

≪締結式≫ 11：00～11：30 

  1 階センターコートにて地域活性化包括連携協 

定締結式を開催します。 

 

 ≪1 階センターコート≫ 12：00～15：00 

  民俗芸能やご当地ダンス等、地域の皆様にご披 

露いただきます。 

     -スケジュール- 

    12：00 頃  尾張万歳（尾張万歳保存会） 

    12：50 頃  梅子ダンス（梅が丘幼稚園） 

    13：15 頃  メディアスくん体操（梅が丘幼稚園） 

    13：40 頃  梅子じゃんけん大会 

 14：00 頃  吹奏楽（知多翔洋高校吹奏楽部） 

 

 ≪1階知多市情報ステーション≫ 11：00～15：00 

<情報ステーション> 

<知多市限定オリジナルｎａｎａｃｏ> 

<重要無形民俗文化財 尾張万歳> 



 

  知多木綿連絡会による「機織り体験」 

 

 ≪南側駐車場≫ 11：00～15：00 ※天候により中止する場合もございます。 

  知多市消防本部・知多警察署のご協力により、消防はしご車体験乗車、警察車両展示・

撮影会を実施します。 

■ 下記項目について、今後両者で検討を進めてまいります。 

 

（１）地域や暮らしの安全・安心に関すること 

・地域の安全対策・防犯対策の取組、女性、子供等の駆け込みへの対応 

・地域での防犯活動を行う集合場所等活動スペースの提供と参加 

・ポスターの掲示やパンフレットの設置による普及啓発活動への協力 

・ＡＴＭ等を利用した振込め詐欺の未然防止対策の推進 

・飲酒運転根絶運動の推進に関する取組 

・悪質商法等からの消費者被害防止啓発活動への協力 

・警察署・防犯協会・交通安全協会との協力・連携推進 

・コミュニティバス定期券の店内販売場所の提供 

・従業員の地域防災力向上連携、救命講習受講の促進 

（２）子ども・青少年育成に関すること 

・市内の小中高生を対象に行われる職場体験の受入れ 

・市子育て応援事業に対する協力、マタニティ育児相談室の連動 

・子ども若者支援課(若者女性支援室含む)事業の各種掲示物ＰＲコーナーの協力 

・子どもから高齢者まで多世代が交流できるスペースの提供 

（３）高齢者支援に関すること 

・認知症対策として「認知症サポーター」の養成に努める 

・ネットスーパー、ポーターサービス「きいろい楽だ」を通じた見守り活動の実施 

・店舗の通常営業時における見守り活動の実施 

・高齢者の就業や社会参加を支援するため、中・高年齢者の雇用促進を図る 

（４）障がい者支援に関すること 

・障害者雇用の場の確保 

・障がい者施設の授産製品の販売（縫製品、パン、しいたけなど） 

（５）食育・健康増進に関すること 

・食育の普及、啓発への協力 

・健康増進に向けた事業の協力（ＰＲ等） 

・健康診査の会場の提供 

（６）環境問題対策に関すること 

・路上喫煙等・ポイ捨て防止活動への協力 

・レジ袋削減とマイバッグ持参運動の推進 

・店頭リサイクルの推進（ペットボトル回収など） 

・カーボンオフセットの啓発への協力 

・廃棄物の不法投棄防止に関する啓発活動への協力 

・狂犬病予防業務への協力 

・食品衛生協会による食中毒予防の啓発活動への協力 

・薬物乱用防止に関する啓発への協力 

（７）地産地消と知多市産品の販路拡大に関すること 

・市産農産物を活用した商品の開発、販売 

・市産特産物の店舗での販売 

<梅子ダンス> 



 

・地域活性化イベントの協働 

・お中元・お歳暮などのギフト商品として全国で展開 

・ネット販売の活用推進（ネットスーパー、オムニ７など） 

・地域の農商工連携による加工品などの販売促進 

・「特産品を買う、食す」、地域商品コーナーの設置 

（８）観光の振興に関すること 

・市発行の観光ガイドブック等の店舗への設置や観光パンフレットの配架 

・市内で実施される観光イベントの情報告知・ＰＲ 

（９）災害対策に関すること 

・災害時に食料品や日用品の調達に協力 

・災害時、徒歩帰宅困難者に対して水道・トイレ・周辺情報等を提供 

・災害時に入手した被災状況等のお客様への提供、行政や警察への通報 

・医薬部外品などの調達・供給の協力 

・防災・減災の啓発活動への協力 

（１０）その他地域社会の活性化・市民サービスの向上に関すること 

・店舗内の投票所設置（駐車場・スペースの利用） 

・マイレージ制度を活用した地域活性化の取組（ポイント還元商品での連携等） 

・日本赤十字社事業の啓発（赤十字運動月間キャンペーン、街頭募金など） 

・選挙・市議会に関するポスターの掲示、パンフレットの設置等への協力 

 

 

■これまでの知多市との連携実績 

 

  平成 27 年 3 月 災害の救援に必要な物資の調達に関する協定締結 

  平成 28 年 7 月 商業施設に愛知県内初となる臨時の期日前投票所イトーヨーカドー知多店内開設 

 

 

以上 


